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第１章 計画の策定について 

  

１ 計画策定の趣旨 

 

  本市では「第２次湖西市生涯学習推進計画」（令和３（2021）年度から令和 

７（2025）年度）に基づいて様々な生涯学習事業に取り組んできました。 

今後も生涯学習の振興を図るために、本市の果たすべき役割とその基本的な 

方向を示す「第３次湖西市生涯学習推進計画」を策定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」、 

及び上位計画である「湖西市総合計画」「湖西市教育振興基本計画」に則り、 

「未来の湖西を創る“ひと”づくり」を基本理念に、市民が「知りたい、学び 

たい、活動したい、運動したい」という自主的学習活動を奨励し援助するため 

の基本的な方向性を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

 

 本計画の期間は、「第６次湖西市総合計画 第Ⅱ期実践計画」と合わせ、令 

和８（2026）年度から令和１１（2029）年度までの４年間とします。ただし、 

社会情勢の変化等により必要が生じた場合、見直しを行います。  

 

 

 

「未来
み ら い

の湖西
こ さ い

を創
つく

る“ひと”づくり」 



４ 生涯学習の役割 

 

（１）  生涯学習とは  

  生涯学習は、「市民一人ひとりが、自己の人格を磨き、自分の人生を豊か 

なものにするため、自分自身に適した手法や手段で、生涯を通じて行う学習 

のこと」と定義します。 

また、生涯学習には、家庭教育、学校教育、社会教育、職場内研修、リカ 

レント教育(学び直し)、スポーツ活動、文化活動、地域活動、趣味や鑑賞、 

ボランティア活動等、あらゆる領域における学習活動が含まれます。生涯学 

習は、学んだことを活かし自身の生活はもとより、活力ある地域や社会に貢 

献することを目指します。 

 

 

（２）  生涯学習社会の実現 

   「湖西市教育振興基本計画」では、湖西市の人や資源を有効に活用し、社 

会全体が協働した人づくりをキーワードに、「未来の湖西を創る“ひと”づ 

くり」を基本理念としています。 

   急激な社会変化の中、より豊かに生きていくためには、自己実現を目指し、 

市民一人ひとりが意欲を持ち学び続けることや、その成果を活かし、「市民 

がつなぐ“ひと”づくり」を一層進めることが求められます。 

 

   市民一人ひとりが学びの成果を地域や社会に活用することにより、人と 

人がつながることは、それぞれの人間力が高まるとともに、学びの共有によ 

って連帯意識や社会貢献意欲が芽生え、それが地域社会全体の教育力の向 

上や活力の源となり、様々な場面に効果が波及すると考えられます。 

そのためには、市民一人ひとりが、自己の人格を磨き、心豊かな人生を送 

ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所 

において学習することができ、その成果を適切に生かすことができる生涯学 

習社会の実現を目指して取り組む必要があるのです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 基本目標 

 

 

 

 

 

 

１ 心豊かな市民社会につながる生涯学習 

  

生涯学習は、個人の知識やスキルを向上させ、自己実現を図ることのみなら 

ず、ＡＩの進化をはじめとする変化の激しい社会の中で活躍し続けるためにも 

不可欠なものとなっています。また、人生の土台となる心とからだの健康を保 

つための活動も生涯学習のひとつであります。心身の健康を保ちながら、いつ 

までも新たな興味や関心を発見し学ぶことにより、人生１００年時代がより充 

実したものになるでしょう。 

 

生涯学習で得られた学びは、自身のより良き暮らしに活かすことはもとよ

り、地域の課題解決や発展に貢献するためにも活かすことができます。生涯学

習によって培われた一人ひとりの多様な価値観で主体的に社会とかかわること

は、心豊かな市民社会が形成されることにつながっていくのです。 

 

 

 

 

２ ライフステージに応じた学び 

 

市民の生涯を通じた学習活動において、それぞれのライフステージにおける 

特徴に応じた学びの機会を提供します。 

乳児期、幼児期、児童期、青年期、成人期、成熟期、老年期の各階層に応じ 

た学びの内容があり、さまざまな学びによって市民一人ひとりが成長し、充実 

したものとなるよう取り組みます。 

 

 

  

 

 
 

生涯にわたり学び、活躍できる環境をつくります。



 

 

 

 

 

 

 

 

３ 世代をつなぐ理想的な学び  

 

時の流れとともに、自身が位置する世代は変わっていきます。誰しもが児童 

期、青年期、成人期を経て、老年期を迎えるのです。 

それぞれの世代において、家庭での学び、学校での学び、社会での学び等、 

生涯にわたっての学びの機会を無駄にすることなく、楽しみながら学び成長し 

ていくことが大切です。 

すべての世代が、分断することなく互いを尊重し合いながら、学んだ成果を 

還元し継承し合う理想的な学びの環境を整えるよう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 学びを支える「夢」と「こころざし」の醸成 

 

生涯にわたり学ぶためには、その時々において、それを支えるモチベーショ 

ンが必要となります。それは「夢」であり、「こころざし」ではないでしょう 

か。将来の目指したい「夢」や、他の人々や社会に貢献したいという「こころ 

ざし」、それが学びのモチベーションとなります。 

「夢」を追うことで「こころざし」が芽生え、「こころざし」を抱くことで 

「夢」が明確になるというように、それらは相互に働き合うのです。 

学校や家庭のみならず地域での連携を含めた数多くの学びの場が、「夢」と 

「こころざし」の醸成がなされる機会となるよう取り組みます。 

 

 

 

 



第３章 本市の果たすべき役割 

 

１ 基本施策 

 

 

１  学びの提供  

幅広い年代の生涯学習機会を確保するとともに、生涯学習活動への参加者を 

増やしていくため、インターネット等の情報通信技術の活用等に努め、様々な 

学習の提供に取り組みます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

２  学びの環境づくり  

学習活動の拠点づくりや学習活動に取り組む団体等が利用しやすい場づ 

くり、インターネット等の情報通信技術の活用等に努め、多様な学びとなる 

機会や情報を提供します。 

学びたいときに、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも学べる環境づ 

くりを進めます。 

     

 

 

 

 

      ※湖西市市民意識調査の結果に基づく 
 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習講座参加者数 

１１００人（2029 年度） 
 

政策目標 

市民の生涯学習環境の満足度 

６０％（2029 年度） 
政策目標 



２ 生涯各期の取り組む施策 

 

  市民の主体的な学びを支援するため、生涯を通じた学習活動を支え、乳児・ 

幼児期、児童・青年期、成人・成熟期、老年期のそれぞれのライフステージに 

おける特徴を踏まえた学びの機会を提供し、「夢」と「こころざし」を育む学 

びの支援に取り組みます。 

 

 

１  乳児・幼児期に応じた学びの推進  

 

（１）「家庭教育力の向上」を重視した学びの機会を提供します。子育てに関 

する学習機会や相談体制等、家庭教育の支援を充実します。 

 

〇親が安心して家庭教育を行えるよう学習機会の提供をするため家庭教 

育支援員による「家庭教育支援事業」を実施します。 

〇子育てについて悩んでいること、不安になっていることを話す機会が 

少なくなっていることから「子育て講演会」等を実施します。 

 

 

（２）家庭教育、子育て教育の支援となるよう、保護者と幼児の交流会を実施 

します。 

 

〇子どもの健全育成と子育てを支援するため、２歳児をもつ保護者を対象 

に「ふたば学級」を実施します。 

〇親子のふれあいを通じ、子どもの教育やしつけに不安を持つ親を支援す 

るため、未就学児の親子を対象に「親子であそぼう！！」を実施します。 

 

 

（３）乳児・幼児とその保護者の読書活動を推進し、お話し会を実施します。 

 

〇生後６か月児と保護者を対象に絵本を開く楽しい体験をしてもらうた 

め、絵本等が入った「ブックスタートパック」を配付します。 

〇家庭で読むのとは違う雰囲気の中で子どもたちが感動を共有できるよ 

うお話し会（絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング）を実施します。 

 

 

 

 

 



２  児童・青年期に応じた学びの推進  

 

（１）「体験」、「家庭教育力の向上」、「世代間交流」を重視した学びの機会を 

提供します。 

 

〇子どもたちの実体験や親子、子ども間の交流を通した学習として「親子 

体験教室」「コーちゃんフェスタ」等を開催します。 

〇小学校１～３年生の児童をもつ親への子育てを支援するため「親子ふれ 

あい講座」を実施します。 

〇「明湖会」「子ども会」等青少年健全育成団体と連携して家庭や地域にお 

ける青少年健全育成を通じた、世代間交流による学びを推進し、その成 

果を披露し賞賛する場をつくります。 

 

 

（２）学校や家庭のみではなく、地域を含めた学習に触れる機会を提供しま 

す。 

 

〇児童の放課後における安全で安心な居場所づくり及び地域で子どもた 

ちを育てる教室である「わくわく子ども教室」を開催します。 

〇地域住民がボランティアとして学校活動を支援する「学校支援地域本部」 

を設置し、地域住民による学校支援を推進します。 

〇豊田佐吉翁の精神を引き継ぎ、ものづくりの街として、創造力豊かな子 

どもたちの育成を目指す「湖西少年少女発明クラブ」の活動を推進しま 

す。 

〇子どもたちが科学に興味を持つ機会として、市内のものづくり企業の協 

力のもと「青少年の科学体験」を開催します。 

〇自然豊かな「おちばの里親水公園」を子どもたちの自然体験学習の場と 

して維持管理を推進します。 

 

 

（３）図書館と学校図書館との連携により、児童生徒が読書に親しむ環境を 

整備します。 

 

〇調べ学習や読書活動の支援を行うため、図書館から学校への団体貸出を 

促進します。また、児童生徒が利用しやすい学校図書館にするため、学 

校司書による図書の整備や学習活動支援の充実を図ります。 

〇ボランティアによる読み聞かせや学校司書による本の紹介などを実施 

し、読書への関心を高めます。 

 

 

 

 



（４）生涯スポーツの基礎をつくるため、子どものスポーツクラブ活動を推 

進します。 

 

〇スポーツは、青少年の体力を向上させるとともに、人格の形成に大き 

な影響を及ぼすものです。より高い水準の技能や記録に挑戦する中で 

スポーツの楽しさや喜びを味わう場であるスポーツ少年団活動や子ど 

もたちが学校の枠を超えてスポーツに参加できる「ジュニアスポーツ 

クラブ」を支援し、生涯スポーツの基礎をつくります。また、部活動 

地域展開においては、長年、ジュニアスポーツクラブが築き上げてき 

た運営方法を参考にしながら、引き続き地域の指導者や関係団体との 

協議を重ね円滑な地域移行を目指します。 

 

 

３  成人・成熟期に応じた学びの推進  

 

（１）西部地域センター等が開催する講座により、「スキルアップ」、「世代間 

交流」を重視した学びの機会を提供します。 

 

〇幅広い年代の生涯学習機会を確保するとともに、生涯学習活動への参加 

を増やしていくため、実践的な学習から健康づくり、趣味や生活一般に 

かかわる講座や親子参加型の講座等、様々な「生涯学習講座」を開設し 

ます。 

○図書館で、「大人のための朗読会」などの大人向けイベントを開催し、 

読書活動を推進します。 

 

 

（２）地域活動等で知識や態度等を身に付ける等、職業上の能力の向上につ 

ながる学びの機会を提供します。 

 

〇児童・青年期と同様に、「明湖会」「子ども会」等による地域ぐるみの活 

動を展開して世代間交流による学びを推進します。 

〇成人としてはたちの節目を迎えられたときに、あらためて成人としての 

自覚を高めるとともに、地元の友人や地域の人と触れ合うことで地元へ 

の愛着を育むきっかけとなる「はたちの集い」を開催します。 

 

 

（３）伝統文化、地域芸能に触れる機会を充実します。 

 

〇文化芸術の振興のため文化芸術団体を支援するとともに、「湖西歌舞伎」 

「流鏑馬神事」「手筒花火」等の文化芸術の継承を促進します。また、 

併せて市民の文化芸術への関心を高めるため、文化芸術鑑賞機会の提 

供を行います。 



（４）郷土の歴史や文化を守り関心を高めるため、指定文化財や歴史的文化 

財を保存します。 

 

〇特別史跡新居関跡、国指定史跡大知波峠廃寺跡、トキワマンサク等の 

指定文化財を保存整備し、公開するとともに、イベントや講座等を開 

催し学びの場を提供します。 

〇市内の古文書・埋蔵文化財出土品の記録整理を行い、公開することに 

よって、誰もが資料を利用し学べる環境の充実を図ります。 

 

 

（５）市民の日頃の学習成果を発表する機会を提供します。 

 

〇受講した講座のサークル活動の成果発表や地域住民同士の交流の場と 

して「センターまつり」、文化芸術の発表並びに鑑賞する機会として「芸 

術祭」を開催します。 

〇生涯学習指導者の人材登録リスト「達人録」を整備し、生涯学習の講座 

及び講師等の情報提供を行います。また、「達人録」への登録者を広く

募ることで、自身が学んだ成果の継承及び還元の場とします。 

 

 

４  老年期に応じた学びの推進  

 

（１）「生きがいや楽しみ」、「世代間交流」を重視した学びの機会を提供しま 

す。高齢者が地域で学ぶ機会を提供します。 

 

〇高齢者のその能力見識を深め、また教養を養うため各地域にて「寿大学」 

を実施します。 

〇児童・青年期、成人・成熟期と同様に、「明湖会」活動等による地域ぐる 

みの活動を展開して世代間交流による学びを推進します。 

 

 

（２）心身の健康づくりや社会参加につながる学びの機会を提供します。 

 

〇高齢者がスポーツに親しみ、いつまでも心身ともに健康で明るい生活 

 が送れるよう地域活動を支援します。 

〇成人・成熟期と同様に、生涯学習指導者の人材登録リスト「達人録」を 

整備し、生涯学習の講座及び講師等の情報提供を行います。また、「達人 

録」への登録者を広く募ることで、自身が学んだ成果の継承及び還元の 

場とします。 
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